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様式１号 

平成 29 年(2017年)８月１日 

長野県松本建設事務所 

 

公募型プロポーザル方式（建設工事）に係る手続開始の掲示について 

 

  次のとおり技術提案書の提出を公募します。 

  この公募型プロポーザル方式（建設工事）に係る手続きは、当掲示によるほか長野県公募型プロ

ポーザル方式（建設工事）試行要領（最終改正 平成29年３月10日付け28建政技第285号）及び長野

県公募型プロポーザル方式試行に係る情報の取扱要領（最終改正 平成29年３月10日付け28建政技

第286号）に示すとおりです。 

 

１ 工事の概要 

（１）工事名及び工事箇所名 

平成 29年度 防災・安全交付金（公園）・県単都市公園事業合併工事 

松本平広域公園 松本市 今井（１） 

 

（２）工事の目的 

本工事は、松本平広域公園総合球技場（アルウィン）音響設備について、設置後 15年が経過し

老朽化等に伴い機能・設備の一部に不具合が生じており、施設利用上支障をきたしていることか

ら音響設備及び関連する機器（以下「音響設備等」という。）を改修するものである。 

なお、円滑で快適な施設利用を図るため、以下の更新・改修を行うものとする。 

① 老朽化の進行している音響調整卓の更新・改修を実施し、デジタル技術を駆使して操作性

の向上・運用管理の省力化を実現する。 

② 電力増幅架・スピーカーシステムの更新・改修を実施し、競技及び催事運営に必要な音質

の向上を図る。特に、サイド、バックスタンドなどのエリアに対する音圧レベル、音圧分

布の向上を図る。 

③ 老朽化の進行している録音再生機器、ワイヤレス受信機器の更新・改修を実施し、関連す

る機器類の機能向上を図る。 

 

（３）工事内容 

① 改修対象の音響設備等は、次のとおりとする。 

ア 音響調整卓 

イ 電力増幅架・スピーカーシステム 

ウ 録音再生機器 

エ ワイヤレス受信機、ワイヤレスアンテナ及びワイヤレスマイク 

② 改修対象の音響設備等の詳細は、次の図書に示すものとする。 

ア 特記仕様書（参加希望者は閲覧可） 

③ 工事内容 

ア 音響設備等の詳細設計 

ａ 技術提案書の内容に基づき音響設備及び関連する機器の改修設計を行うこと。 

ｂ 音響設備等及び関連する施設・設備・機器に精通した技術者により、既設の施設・設備・
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機器（総合球技場建築物及び音響設備以外の設備・機器などを含む）の調査を実施し、

支障の無い様に設計すること。 

ｃ 既存設備・機器の改造を行う必要がある場合は、その改造設計を行うものとする。 

ｄ 音響設備等の更新に伴う総合球技場建築物の改造は原則行わないものとする。あわせて、

新たな設備・機器の設置に伴う建築物への影響について確認（構造計算等）をすること。 

ｅ 各設備・機器は地震に対し十分な強度を有し、据付工事において充分な耐震を考慮した

工法を用いること。 

ｆ 各設備・機器は充分な耐久性を有する仕様とし、各機器の関連及び操作性を考慮した配

置設計を行うこと。各設備・機器は 100Ｖ対応できるものとすること。 

ｇ 既設の配管・配線については、充分な調査を行った上で、既設を利用する部分と不必要

な配線の撤去について検討・設計すること。 

ｈ 設計にあたっては、松本平広域公園指定管理者（以降「公園指定管理者」という。）及び

施設利用者等へのヒアリングを行い、意見・要望等を詳細設計に反映させること。 

イ 音響設備等の設置工事 

ａ 詳細設計について発注者の承認を得た後に、音響設備等の設置工事を行うこと。設計図

書に明示無き部分でも技術上もしくは保安上欠くことの出来ない部分は受注者の負担に

おいて完全に施工すること。 

ｂ 工事施工にあたり、施工図、納入仕様書（納入図）等必要書類（図書）を提出し、監督

員の承認を得た後に施工すること。 

ｃ 既存設備の改造、各設備との接続については、受注者の責において行うものとする。 

ｄ 更新又は改造により不要となる機器、装置等は、再利用・有効活用を充分に検討し、発

注者との協議により決定するものとする。 

ｅ 施工箇所は松本空港の空港制限があるため、その制限を越えないよう音響設備等を設置

すること。また、空港制限等に伴い施工に際しては、松本空港管理事務所へ確認すると

ともにその対応について調整を図ること。 

ｆ 音響設備等の現場への設置工事については、2017 年 J リーグ閉幕後（ホームゲーム終了

後）とする。なお、その後のアルウィンの利用状況を確認し、公園指定管理者と施工方

法や安全管理、工事工程等について調整を図ること。 

ｇ 本工事に近接・競合して、総合球技場フィールド改修工事が施工されるので、当該工事

施工者との連絡調整を密に行い、円滑な工事進捗を図ること。 

ｈ 音響設備等を設置するにあたりクレーンを使用する場合、グランドからの施工はできな

い。 

ｉ 音響設備の運用については、次期 J リーグ開幕（概ね３月上旬）前には操作できる状態

にすること。 

ｊ 本工事の仕様書は、特記仕様書及び特定者の技術提案書により構成されるものとする。 

ウ 電気音響測定 

ａ 工事着手前(既存設備)及び設置完了後(改修設備)において、電気設備の動作特性に関す

る測定を実施し、報告書を作成・提出すること。報告書は、本工事によって音響設備が

目標どおりに改善したことが客観的かつ明確にわかるものとすること。 

ｂ 調整・測定中に設備・機器の異常・不具合等が発生した場合は、速やかに交換、または

修理を行うこと。 

④ 既設の音響設備等に関する事項 
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ア 現在運用中の既設音響設備等に対する、公園指定管理者及び利用者、観客等からの主な意

見等は以下のとおり。 

ａ 設備の老朽化等に伴う音質の低下が感じられる。特に、サイドスタンドやバックスタン

ドの一部エリアにおいて、音量が小さく不鮮明である。 

ｂ 操作ミスや大音量入力などの突発的・過大な負荷に起因してスピーカーのコーン部分な

どの機器破損が発生する。 

ｃ 大会時（観客入場時）に、ワイヤレス装置の音切れ・混信障害が発生することがある。 

ｄ 屋外スピーカー等における野鳥対策に苦慮している。（巣の撤去、糞による機械故障など） 

イ 当該総合球技場の競技用放送システムは、非常用放送設備のスピーカーを共用しており、

当該音響設備等よりスピーカーラインで非常放送設備へ送出している。非常時には非常放

送が最優先されるとともに、音響設備等を使用していない時は非常放送設備側にスピーカ

ーラインは切り替わることになっている。今回の改修等により、当該システムに影響(変更)

が無いように設計・施工すること。 

ウ 改修により撤去となる機器、装置等については、再利用・有効活用を基本とし、できる限

り有価物として処分すること。なお、技術提案（工事に係る費用及びその内訳）において

当該事項に関する費用を記載すること。（契約内容の変更対象とする場合があります。） 

  ⑤ その他 

ア 契約内容については、予算等の理由により、上記の工事内容に対して変更・増減する場合

があります。 

イ 上記②アのほか既設設備・建築物の図面及び構造計算書については、３（５）に記載の場

所において閲覧可能です。 

 

（４）技術提案を求める具体的内容 

テーマ 具体的内容 

音響性能の向上 

(スピーカー等の配置

見直し含む) 

・最大再生音圧レベルに優れているか。 

・音圧レベル分布に優れているか。 

・伝送周波数特性に優れているか。 

・安全拡声利得に優れているか。 

・音の明瞭性に優れているか。 

機器の操作性及び機

能の向上 

・機器操作が容易で、運用管理の省力化が図られているか。 

・競技以外の用途に対する柔軟な使用が可能であるか。 

・操作ミス等による機器破損に対応した提案であるか。 

・ワイヤレス装置の混信障害に対応した提案であるか。 

ランニングコスト ・稼働費用、保守点検費用及び耐用年数を経過した機器の交換費用を

含めた年間維持管理費用が明確であり、かつ安価であるか。 

メンテナンスの対応 ・機器の無償修理保証期間は何年か。 

・部品のストック期間は何年か。 

・部品交換等による予防保全を行うなど、設備の長寿命化に十分配慮

されているか。設備全体としての耐用年数は何年か。 

・メンテナンス部門の拠点から当該施設への到着所要時間。 

・故障時の受付体制。 

 

（５）履行期限   平成 30年４月 20日（債務負担行為設定済） 

 

（６）工事実施上の要件 

① 本工事における製品保証期間は、引き渡しの日から最低１年間とする。ただし、保証期間終
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了後においても、製造要因に起因する故障など請負人の過失によることが明らかな場合は、

無償にて対応すること。 

② 本工事において適用する基準等は下記のとおりとし、最新版を使用すること。 

「建築基準法」 

「建築基準法施行令」 

「建築基準法施行規則」 

「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編） 

「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編） 

「建築工事標準詳細図」 

「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編・機械設備工事編） 

「建築設計基準及び同解説」 

「建築構造設計基準及び同解説」 

「建築設備設計基準」 

「建築設備計画基準」 

「官庁施設の総合耐震計画基準」 

「長野県建築工事の手引き」 

「情報共有システム実施要領」 

その他関係法令及び基準 

③ 本工事は電子納品対象工事であり、電子納品にあたっては「電子納品に係る実施要領」による

ものとする。 

④ 本工事は情報共有システムを利用する対象工事であり、利用にあたっては「情報共有システ

ム実施要領」によるものとする。 

⑤ 本工事完了に伴い、工事に関わる完成図書（図面、仕様書）のほか、既設設備図面と併せた管

理用図書（操作取扱要領概要版・詳細版を含む）を提出するものとする。管理用図書に含める

既設設備の範囲は協議により決定する。 

⑥ 工事実施に当たっては、関係機関（松本平広域公園指定管理者、松本空港管理事務所等）と

十分協議を行い、施工中も連絡を密にし、円滑な工事進捗を図ること。 

 

 

２ 技術提案書の提出者に必要とされる要件 

（１） 対象工事に共通する入札参加資格要件 

① 長野県建設工事の入札参加資格を有している者であること。 

② 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

③ 長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成 23 年３月 18 日建政技

第 337号。以下「入札参加停止措置要領」という。）に基づく入札参加停止の措置を受けてい

ない者であること。 

④ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であ

ること。 

⑤ 有効な経営事項審査を有している者であること。 

⑥ 県発注の他の対象工事において、請負契約約款第 17条に基づく「設計図書不適合の場合の改

造の請求」を受けていない者であること。 

⑦ 県発注の他の対象工事において、長野県建設工事等検査要綱（平成 15年４月１日会検第１号）
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第９条第３項に規定する文書による補修指示を受けていない者であること。 

⑧ 県発注の他の対象工事において、履行遅滞に伴う催告の通知を受け、かつ、当該工事の完了

期限経過後、請負契約約款第 31 条に基づく工事完成の検査を完了していない者でないこと。 

⑨ 県発注の他の対象工事の入札において、同種工事の実績等の要件不適入札書と認定され、入

札に参加できない旨の通知を受けていない者であること。 

⑩ 県発注の他の対象工事の入札において、契約後確認調査に該当する落札候補者を１年以内に

２回以上辞退したとして、入札に参加できない旨の通知を受けていない者であること。 

⑪ 長野県暴力団排除条例（平成 23 年長野県条例第 21 号）第２条第２号に規定する暴力団員又

は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

⑫ 実質支配会社は、同一案件に同時入札することはできない。同時入札が判明した場合は、警

告又は入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止を行うことがある。 

なお、実質支配会社とは、次のいずれかに該当する会社をいう。 

ア 人的関係のある会社（常勤・非常勤を問わない。ただし、ａについては会社の一方が更

生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。） 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合。 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を兼ねている場合。 

イ 親会社と子会社、及び親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（総株主の議決

権の過半数を有する。又は、有限会社の総社員の議決権の過半数を有する。ただし、障

害者の雇用の促進等に関する法律に基づく特例子会社を除く。） 

ウ 親会社に人的関係のある会社と子会社 

エ 親会社の営業権の一部譲渡により入札参加資格を得た子会社と親会社 

オ 事業協同組合とその構成員 

 

（２） 工事ごとに定める入札参加資格要件 

① 入札に付する工事に対応した長野県建設工事入札参加資格を有する者であること。 

② 業種に関する要件を満たしている者であること。 

③ 資格総合点数に関する要件を満たしている者であること。 

④ 同種工事の実績又は専門性の有無に関する要件を満たしている者であること。 

⑤ 県工事の契約実績に関する要件を満たしている者であること。 

⑥ 特定建設業の許可に関する要件を満たしている者であること。 

⑦ 営業所の所在地に関する要件を満たしている者であること。 

⑧ その他発注機関の長が定める要件を満たしている者であること。 

 

 

３ 参加表明書の作成・提出に係る事項 

（１）参加表明書の作成様式 

様式２号による。 

 

（２）参加要件資料の作成様式 

   様式３号による。 

 

（３）参加要件資料記載上の留意事項 
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① 入札参加資格業種その他参加資格登録状況 

入札参加資格業種、資格総合点数、特定建設業許可の有無を記載すること。 

② 保有する配置予定技術職員の状況 

参加表明時点で在籍する技術職員の資格、員数について記載すること。 

③ 同種または類似の工事の実績 

ア 同種工事の実績とは、公共機関等から発注された工事を元請けし、平成 14年４月１日から

掲示の日の前日までにしゅん工した工事が該当する。 

イ 会社としての施工事績を３件以内で記載すること。 

ウ 工事実績については、これを証する契約書等の写しを添付すること。 

④ 当該工事の実施体制 

ア 配置を予定する主任（監理）技術者の資格、経歴等を記載すること。 

イ 「最近 15 年間の主な工事経歴」は、平成 14 年４月１日から掲示の日の前日までの間にし

ゅん工した工事を対象とする。 

  ⑤ 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

 

（４）既存施設の現場確認 

松本平広域公園既存施設の現場確認を希望する場合は、平成29年８月７日（月）から平成29年 

８月10日（木）までの間、希望者ごとに現場を開放するので、３（５）に記載の担当者に連絡の

うえ、日程調整を行うものとする。 

 

（５）担当事務所・問い合わせ先 

〒３９０-０８５２ 

長野県松本市大字島立１０２０ 

長野県松本建設事務所 維持管理課 公園管理係 

（課長）山崎直人  （担当）清水範浩 

電 話   ０２６３－４０－１９８１（直通） 

ﾌｧｯｸｽ   ０２６３－４８－１２１６ 

電子ﾒｰﾙ  matsuken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp 

 

（６）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

① 提出期限 平成 29年８月 21日（月） 

（土曜日、日曜日及び休日は除く。提出時間は午前９時から午後５時まで） 

② 提出場所 

〒３９０－０８５２ 

長野県松本市大字島立１０２０ 

長野県松本建設事務所 総務課 工事事務係 

（次長）高野昭次  （担当）手塚直孝 

  電 話   ０２６３－４０－１８９５（直通） 

ﾌｧｯｸｽ   ０２６３－４７－８７１８ 

電子ﾒｰﾙ  matsuken-somu@pref.nagano.lg.jp 

③ 提出方法 持参または郵送とする。 

郵送で提出した場合は、到達したことを電話で３（６）の担当者に確認すること。 
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ただし、郵送の場合は提出期限までに発注機関に到達したものに限る。 

 

（７）技術提案書の提出者を選定するための基準 

① 技術提案書の提出者は、次の基準に基づいて選定される。 

なお、技術提案書提出選定者の業者名は、契約締結後、公表するものとします。 

入札参加資格業種 電気通信工事 

資格総合点数 814点以上 

同種工事の実績又は専門性の有無 過去 15 年間に競技場又は多目的ホール等における音

響設備の製作かつ設置工事の実績を有する者※「同種

工事の実績」とは、公共機関等から発注された工事を

元請けし、平成 14 年４月１日から掲示日の前日まで

にしゅん工した工事が該当します。 

県工事の契約実績に関する要件 なし 

特定建設業の許可に関する要件 なし 

営業所の所在地に関する要件 なし 

配置技術者に関する要件 なし 

入札参加制限等に関する要件 なし 

② 技術提案書の審査・評価は建設工事技術評価委員会（以下「委員会」という。）が行う。 

当該委員会の委員長及び委員は、次のとおりとする。 

区 分 委 員 長 委      員 

本  庁 

事業担当課長又

は建設政策課技

術管理室長 

当該工事担当課及び建設政策課の職員の中から部

局長が指定する職員 

現地発注機関  発注機関職員の中から部局長が指定する職員 

その他、専門的知

識を有する者 
 

県が委嘱している委員、該当工事に関する学会及

び技術士会などの会員、並びに専門的知識を有す

る技術職員の中から部局長が指定する者 

 

（８）非該当理由に関する事項 

① 参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者として該当とならなかった者に対して

は、該当とならなかった旨及びその理由（非該当理由）を書面により松本建設事務所長から

通知する。 

② 上記①の通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して 10日（長野県の休日を定める条

例（平成元年長野県条例第５号）第１条に規定する県の休日（以下「休日」という。）を含ま

ない。）以内に、書面（様式自由）により松本建設事務所長に対して非該当理由について説明

を求めることができる。 

③ 非該当理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して 10日

以内（休日を含まない。）に書面により回答する。 

④ 非該当理由の説明請求の受付及びその回答方法 

ア 受付場所 ３（６）に同じ。  

イ 受付時間 上記②の期間中、午前９時から午後５時までの間とする。  

ウ 受付方法 原則としてＦＡＸ（回答を受ける担当者名、電話番号及びＦＡＸ番号を併記す          

ること）とする。 

なお、３（６）の担当者に電話により到達の有無を確認すること。  

エ 回答方法 原則としてＦＡＸとする。 
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（９）その他の留意事項 

① 参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者として選定された者への通知は行いま

せん。 

② 参加表明書の提出をした業者名（参加要件資料審査結果表）は、契約締結後、公表するもの

とします。 

 

 

４ 技術提案書の作成・提出に係る事項 

（１）技術提案書の作成様式 

様式７号による。 

 

（２）技術資料の作成様式 

様式８号による。 

 

（３）技術提案書記載上の留意事項 

① 配置予定技術者の資格、経歴等の状況 

ア 「最近 15年間の主な工事」は、公共機関等から発注された電気通信工事の元請工事の主任

（監理）技術者の実績について、平成 14年４月１日から掲示の日の前日までの間にしゅん

工した工事を対象として記載すること。また、「同種又は類似工事」は、平成 14 年４月１

日から掲示の日の前日までの間にしゅん工した工事を対象として記載すること。 

イ 資格、主な工事及び同種又は類似工事の実績については、これを証する資格者証、契約書

等の写しを添付すること。 

  ② 技術提案 

１（４）記載の技術提案を求める具体的内容に沿って、各々箇条書きで簡潔にまとめること。 

③ 工事に係る費用とその内訳 

ア 様式は自由とする。 

イ 必要に応じて、内訳についての詳細提示を求めることがある。 

ウ 費用の積算にあたっては、労務単価、資材等県が公表している価格についてはこれを使用

すること。 

  ④ 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

 

（４）不明の点がある場合の質問の受付場所、受付期間、受付方法及びその回答方法 

① 受付期限 平成 29年８月 23日（水） 

② 受付場所 ３（６）に同じ。 

  ③ 受付時間 午前９時から午後５時まで。（土曜日、日曜日及び休日は除く） 

  ④ 受付方法 ＦＡＸまたはメール等とする。 

⑤ 回答方法 ・技術提案内容に係る質問の場合は、原則として非公開とするが、質問者に対し

てはＦＡＸ又はメール等により回答する。 

・発注者が求める技術提案項目に係る質問及び技術提案書の提出等の事務手続き

に係る一般的な質問の場合は、長野県ホームページにて公表する。 
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（５）技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

  ① 提出期限 平成 29 年９月５日（火） 

（土曜日、日曜日及び休日は除く。提出時間は午前９時から午後５時まで） 

② 提出場所 ３（６）に同じ。 

③ 提出部数 １部  

  ④ 提出方法 持参または郵送とする。 

郵送で提出した場合は、到達したことを電話で３（６）の担当者に確認すること。 

ただし、郵送の場合は提出期限までに発注機関に到達したものに限る。 

 

（６）技術提案書のヒアリングに関する事項 

① ヒアリング予定日 平成29年９月12日（火） 

（現在の概ねの予定。決定次第連絡します。） 

② ヒアリング場所等 長野県庁（詳細については決定次第連絡します。） 

各者 30 分程度を予定（提案者数により変更することがあります。） 

 

（７）技術提案書を特定するための評価基準 

技術提案書は、次の基準に基づいて特定される。なお、技術提案書審査結果表（様式９－１）

は、契約締結後、公表するものとします。（但し、業者名は特定した業者名のみ公表） 

評価項目 評 価 事 項 評価の視点 

配置予定

の技術者

の資格等 

主任（監理） 

技術者 

資格 ・専門分野の資格を有しているか。 

経歴等 ・主任(監理)技術者としての豊富な電気通信工事の経験を有しているか。 

同種及び 

類似工事 

の実績 

・主任(監理)技術者としての豊富な同種・類似工事の実績を有しているか。 

費 用 費用の妥当性 ・予定価格に対しての差異がどのくらいあるか。 

技術提案

の内容 

音響性能の向上 

(スピーカー等の配置見

直し含む) 

・最大再生音圧レベルに優れているか。（性能目標：○○dB SPL以上） 

・音圧レベル分布に優れているか。（性能目標：4kHz において偏差○○dB

以内） 

・伝送周波数特性に優れているか。（性能目標：160Hz～5kHZ において偏差

○○dB以内） 

・安全拡声利得に優れているか。（性能目標：－○dB以上） 

・音の明瞭性に優れているか。（性能目標：STI ○.○○以上） 

機器の操作性及び機

能の信頼性 

・機器操作が容易で、運用管理の省力化が図られているか。 

・競技以外の用途に対する柔軟な使用が可能であるか。 

・操作ミス等による機器破損に対応する提案であるか。 

・ワイヤレス装置の混信障害に対応する提案があるか。 

ランニングコスト(※１) 
・稼働費用、保守点検費用及び耐用年数を経過した機器の交換費用を含め 

た年間維持管理費用が明確であり、かつ安価であるか。 

メンテナンスの対応 

・機器の無償修理保証期間は何年か。（具体的な期間） 

・部品のストック期間は何年か。（具体的な期間） 

・部品交換等による予防保全を行うなど、設備の長寿命化に十分配慮され 

ているか。設備全体としての耐用年数は何年か。（具体的な期間） 

・メンテナンス部門の拠点から当該施設への到着時間。（具体的な時間） 

・故障時の受付体制。（具体的な受付可能時間帯） 

技術者の

技術力及

び意欲等 

 
・工事に対する理解度、技術提案の表現力、説明の明確さ、工事に対する 

意欲が高いか。 

費用と技

術提案の

整合性 

 

・技術提案の内容が十分検討され、発注者側の意図を最もよく理解してい 

るか。 

・提案された内容の施工の確実性が最も高いか。 
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※１ ランニングコストの算出は、別添様式ランニングコスト算出表により技術提案書として提出すること。 

※２ 配置予定の技術者数は、複数配置することに制限はないが、評価は代表技術者１名に対して行う。 

技術者を複数名配置する場合は、代表技術者が分るように記載すること。 

 

（８）特定者への通知に関する事項 

特定した者に対して、松本建設事務所長から特定した旨の通知を行い、随意契約を行います。 

 

（９）非特定理由に関する事項 

  ① 技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかった者に対しては、特定されなかっ

た旨及び理由（以下「非特定理由」という。）を書面により松本建設事務所長から通知します。 

  ② 上記①の通知を受けたものは、通知した日の翌日から起算して 10日（長野県の休日を定める

条例（平成元年条例第５号）第１条に規定する県の休日（以下休日という。）を含まない。）

以内に、書面（様式自由）により、松本建設事務所長に対して非特定理由についての説明を

求めることができます。 

  ③ 非特定理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して 10日

（休日を含まない。）以内に書面により回答します。 

  ④ 非特定理由の説明請求の受付及び回答方法 

ア 受付場所 ３（６）と同じ。 

イ 受付時間 上記②の期間中、午前９時から午後５時までの間とする。 

ウ 受付方法 原則としてＦＡＸ（回答を受ける担当者名、電話番号及びＦＡＸ番号を併記す

ること。）とする。 

なお、３（６）の担当者に電話により到達の有無を確認すること。 

   エ 回答方法 原則としてＦＡＸとする。 

 

（10）工事予算額  概ね ５０，０００千円 （税込み） 

 

（11）支払条件 

支払限度額 各会計年度における請負代金の支払限度額は、以下のとおり予定しています。 

平成 29年度 請負代金の約６０％の金額 

平成 30年度 請負代金の約４０％の金額 

ただし、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額を変更することがあります。 

 

（12）その他の留意事項 

① 提出された技術提案書は、返却いたしません。 

② 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

③ 提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外には提出者に無断で使用しません。 

④ 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、技術提案書を無効とするとともに、入札参加停止措

置要領に基づく入札参加停止措置を行うことがあります。 

 

 

５ その他 

（１）契約書作成の要否 
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   要 （長野県建設工事事務処理規定(昭和 51年３月３日付け 50監第 590 号)による。） 

（２）関連情報を入手するための窓口 

３（６）に同じ。 

（３）提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めません。 

（４）必要に応じて参加表明書に関するヒアリングを行う場合があります。 

（５）技術提案書の補足資料がある場合には、４（６）ヒアリング（プレゼンテーション）時に提出

することができます。また、パワーポイントの使用も可能とします。 


